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子ども・女性・障害者相談センター整備事業 福祉政策課

予算額 ３１,３６１千円（○一 31,361）

１ 事業目的 ＜参考＞
令和５年４月に開所した子ども・女性・障害者

相談センターについて、建設工事に係る工損事後
調査及び必要な備品購入を行う。

２ 実施主体 県

３ 事業内容
（１）工損事後調査費 28,325千円

・センター周辺の建物等について、建設工事に
よる工損の有無を調査する。

・対象 建築物：８棟 工作物：３箇所

（２）備品購入費 3,036千円
・除雪機 1,936千円
・物置 1,100千円

【工損調査の流れ】

○事前調査（対象 建築物：２０棟、工作物：７箇所）

令和元年

１１月 事前調査委託契約、調査（～令和２年３月）

令和３年

５月～６月 中間確認

○事後調査申出書の取りまとめ

令和５年

２月～４月

○事後調査（予定）

令和５年

７月 事後調査委託契約、調査

１０月 調査対象者へ調査結果説明

（工損が認められた場合）

１２月議会 補償費の予算計上

令和６年

１月 補償費の支払い
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医療・介護・福祉施設省エネルギー化支援事業 福祉政策課

予算額 ４０２,５７９千円（○国 290,491 ○諸 8 ○一 112,080）

１ 事業目的 ＜参考＞
電力等の価格高騰による負担の軽減を図り、各サー

ビスの安定的な提供を維持するため、医療・介護・福祉
施設が行う省エネルギー化に向けた取組を支援する。

２ 事業内容
医療・介護・福祉施設が行う省エネルギー化に向け

た施設改修等に必要な経費を助成する。

（１）補助金 400,000千円
・補 助 対 象 入院病床を有する医療機関及び入所

・居住系の社会福祉施設
・対 象 経 費 設計費、建築・設備工事費等
・補 助 率 県２／３
・補助限度額 上限額 2,000千円

下限額 500千円

【想定する活用用途】
・二重窓又は複層ガラスの設置
・省エネルギー型ボイラーの設置
・省エネルギー型空調の設置
・施設照明のＬＥＤ化 等

（２）事務費 2,579千円
・会計年度任用職員人件費 1,983千円
・需用費、役務費 596千円

令和４年度９月補正事業　活用用途別件数実績

(件数)
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次世代育成支援対策施設整備事業 地域・家庭福祉課

補正予算額 ９２３千円（○国 975 △52）

１ 事業目的 ３ 予算額（補助額）
代替養育が必要な児童に、より家庭的な生活環

境を提供することにより児童福祉の向上を図るた （単位：千円）
め、施設の小規模かつ地域分散化を支援する。 令和５年度 令和６年度 総 額

（予定） （予定）
２ 事業内容 23,980 215,824 239,804

次世代育成支援対策施設整備交付金要綱の改正 予算現計 ○国 20,647
により、交付基礎点数の単価が引き上げられたこ （Ａ） ○債 2,600

となどに伴い補正する。 733

改正後 24,903 224,140 249,043
①補 助 先：（福）ファミリーケアサービス （Ｂ） ○国 21,622

(県南愛児園ドリームハウス[横手市]) ○債 2,600

②内 容：児童養護施設の本体施設と分園型小 681

規模グループケアの整備に要する費 補正額 923
用を助成 (Ａ－Ｂ) ○国 975 ・交付基礎点数の引き上げに

△52 よる増額

○令和５年度 1,616千円（国費1,437）
分園型小規模グループケア １棟 （県費 179）

○令和６年度
分園型小規模グループケア ３棟 ・国との協議による減額
本園（本体施設） １棟 △693千円（国費△462）

（県費△231）
③工 期：令和５年度～令和６年度
④総事業費：450,692千円
⑤補 助 率：３／４以内
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児童福祉施設等物価高騰対策事業 地域・家庭福祉課

予算額 ７,７１０千円（○国 7,710）

１ 事業目的 （５）積算
電力等の価格高騰に伴う児童福祉施設等の光熱 入所施設 12,000円×560人 ＝6,720千円

費の負担軽減を図るため補助する。 通所施設 6,000円× 40人 ＝ 240千円
里 親 1,000円×12月×60人＝ 720千円
事 務 費 30千円

２ 実施主体 県 合 計 7,710千円

３ 事業内容 （参考）
（１）児童福祉施設等への光熱費助成事業 令和４年１２月補正 補助基準額

入所施設 定員１人あたり 9,000円（年額）
（２）対象施設 通所施設 定員１人あたり 4,500円（年額）

乳児院、母子生活支援施設、児童養護 里 親 委託児童１人あたり 750円（月額）
入所施設 施設、自立援助ホーム、ファミリーホ

ーム、救護施設
通所施設 授産施設
里 親

（３）補助率
１０／１０

（４）補助基準額
入所施設 定員１人あたり 12,000円（年額）
通所施設 定員１人あたり 6,000円（年額）
里 親 委託児童１人あたり 1,000円（月額）
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生活保護適正実施事業 地域・家庭福祉課

予算額 ３,７２７千円（○国 2,138、○一 1,589）

１ 事業目的 【参考】
令和５年１０月から生活扶助基準が改正されるこ

とに伴い、生活保護システムの改修を行い、県福 （１）令和５年度生活扶助基準改正の概要
祉事務所において生活扶助費を適正に算定する。 ○社会保障審議会生活保護基準部会での５年毎の定期的

また、令和７年度中に全国一律で生活保護シス な検証を踏まえ、本年１０月から改正。
テムの標準化移行が実施されることから、移行後 ○社会経済情勢等を総合的に勘案し、当面２年（令和５
の業務運用の見直しを図る。 ～６年度）は特例措置として、１人当たり月額1,000

円を上乗せ。
○生活扶助基準見直し後の扶助費が現行基準よりも下回

２ 実施主体 県 る場合は、現行基準額を保障。

３ 事業内容
（１）生活保護システム改修業務委託 3,177千円

生活扶助基準の改正及び被保護者調査項目の
追加に係るシステム改修を行う。

（２）標準化移行支援サービス業務委託 550千円
現行生活保護システムと標準仕様に基づく生 （２）標準仕様システムへの移行スケジュール

活保護システムの機能等の比較分析を行う。 ○令和５年度：システム機能等の分析結果を踏まえ業務
運用を見直し、最終調達仕様（オプショ
ン機能の追加有無）を検討。

○令和６年度：標準化移行対応事業者の選定。標準仕様
システムの環境構築、データ移行準備、
システム運用テスト実施予定。

○令和７年度：標準仕様システム導入、最終データ移行、
運用開始予定。

世帯分類 世帯構成 現行 改定後 引き上げ率

子育て世帯
 世帯主(40歳)・妻(40歳) 
 子（15歳、10歳)

141,070 156,760 11.1%

高齢者世帯  世帯主（75歳） 61,560 61,900 0.6%

ひとり親世帯
 世帯主（40歳）
 子(15歳、10歳）

128,460 136,540 6.3%

※３級地－２（夏季、居宅生活基準額）単位：円
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介護保険施設等物価高騰対策事業 長寿社会課

予算額 ２１６,０００千円（○国 216,000）

１ 事業目的 （３）補助率
電力等の価格高騰に伴う介護保険施設等の光熱 県１／２

費の負担軽減を図るため、市町村が実施する介護保
険施設等への光熱費助成に関する事業に対して支援 （４）補助基準額
する。 入所定員１名当たり12,000円、通所定員１名

当たり6,000円に申請日時点の定員数を乗じた額
２ 実施主体 市町村

（５）積算
３ 事業内容 （入所30,000人×12,000円＋通所12,000人×6,000円）
（１）補助対象 ×1/2 ＝ 216,000千円

市町村が実施する介護保険施設等への光熱費
助成事業

（２）対象施設 （参考）
令和４年１２月補正 補助基準額

入所系 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人 入所定員１名当たり9,000円、通所定員１名当た
福祉施設入所者生活介護、介護老人保健 り4,500円に申請日時点の定員数を乗じた額
施設、介護医療院、認知症対応型共同生
活介護事業所、特定施設入居者生活介護
事業所、地域密着型特定施設入居者生活
介護事業所、短期入所生活介護、養護老
人ホーム、軽費老人ホーム

複合系 小規模多機能型居宅介護事業所、
看護小規模多機能型居宅介護事業所

通所系 通所介護事業所、地域密着型通所介護
事業所、認知症対応型通所介護事業所、
通所リハビリテーション事業所
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障害者支援施設等物価高騰対策事業 障害福祉課

予算額 ６３,６００千円（○国 63,600）

１ 事業目的 （３）補助率
電力等の価格高騰に伴う障害者支援施設等の光 県１／２

熱費の負担軽減を図るため、市町村が実施する障
害者支援施設等への光熱費助成に関する事業に対
して補助する。 （４）補助基準額

入所定員１名当たり12,000円、通所定員１名
当たり6,000円に申請日時点の定員数を乗じた額

２ 実施主体 市町村

（５）積算
３ 事業対象 （入所5,100人×12,000円＋通所11,000人×6,000
（１）補助対象 円）×1/2 ＝ 63,600千円

市町村が実施する障害者支援施設等への光熱
費助成事業

（参考）
（２）対象施設 令和４年１２月補正 補助基準額

入所定員１名当たり9,000円、通所定員１名当た
入所系 施設入所支援、宿泊型自立訓練、 り4,500円に申請日時点の定員数を乗じた額

共同生活援助（介護サービス包括型）、
共同生活援助（日中サービス支援型）、
共同生活援助（外部サービス利用型）、
短期入所（空床型を除く）、福祉型障害
児入所施設

通所系 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立
訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労
継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、児
童発達支援、放課後等デイサービス
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障害児・者施設整備補助事業 障害福祉課

予算額 ８９,６９２千円（○国 59,794 ○債 13,600 ○一 16,298）

１ 事業目的

障害福祉サービスを提供する障害児・者施設の

整備を促進することにより、障害児・者の福祉の

向上を図る。

２ 補助率

３／４（国１／２、県１／４）

３ 事業内容

国庫補助基準単価の改定に伴う増額分

設置主体
事業所名

設置
場所

整備
区分

補助額

（福）秋田県民生協会 生活介護　　　　 20 15,085

　北秋田市障がい児・者地域 共同生活援助　 　        6 (187,320)

　生活支援拠点 短期入所　 3

放課後等デイサービス 10

相談支援 －

障害児相談支援 －

※内示見込施設

（単位：千円）

種別・定員(人)

北秋田市 創設

※( )は当初
予算額
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心はればれ県民運動推進事業 保健・疾病対策課

予算額 １２,９３７千円（○一 12,937）

１ 事業目的 ・放送期間 １０月～３月の内、２か月間
本県の自殺者数が、令和４年１０月から６か月 ・本 数 １か月につき各局３１本
連続で前年同月を上回っている危機的な状況が続 ・テ ー マ 次の２テーマによるＣＭを制作
いていることから、県民に向け、自殺予防に関す ・働き盛り世代をターゲットとす
る普及・啓発を緊急に実施する。 るＣＭ

・次年度以降も継続利用できる普
遍的かつ記憶に残るＣＭ

２ 実施主体 県 ・そ の 他 デジタルサイネージや各種広告な
ど、ＣＭと連動した取組も併せて
提案させる。

３ 事業内容
（１）地域自殺対策強化事業 12,937千円 ③全県一斉キャンペーンの実施 406千円

①市町村と連携した相談窓口周知の強化 県（本庁、地域振興局）、市町村、民間団体
5,490千円 等が連携した全県規模での街頭キャンペーン

主に高齢者に関係する相談窓口のリーフレッ を実施するため、配布資材の提供を行う。
トを市町村広報紙と同時配布するほか、高齢者 ・実施時期 令和５年９月
の立ち寄りが見込める病院、薬局、地域のスー ９月10日 ＷＨＯ世界自殺予防デー
パーマーケット、農業協同組合等にポスター掲 ９月10日～16日 自殺予防週間
示を行い、自殺者が多い高齢者層やその周辺の
者に対する相談窓口の周知を強化する。

②テレビ・ラジオＣＭによる周知 7,041千円
各家庭に自殺予防のメッセージを広く届ける

ほか、県内における自殺予防の気運醸成のため、
テレビ・ラジオＣＭを活用した啓発を実施す
る。

・放 送 局 ・県内民放テレビ３局（秋田放送、
秋田テレビ、秋田朝日放送）

・県内民放ラジオ２局（秋田放送、
ＦＭ秋田）
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医療施設等物価高騰対策事業 医務薬事課

予算額 ６３４,３６２千円（○国 634,362）

１ 事業目的 （２）積算 634,362千円
電力等の価格高騰の影響を受けている医療施設

等の負担軽減を図るため、光熱費の高騰分に対し ①支援金 623,830千円
助成する。 ・病院・有床診療所（医科・歯科）

200千円×104施設＝ 20,800千円
２ 実施主体 県 30千円×12,364床＝370,920千円

・無床診療所（医科・歯科）
３ 事業内容 200千円×936施設＝187,200千円

医療施設等に対し、施設区分に応じた支援金を ・その他
支給する。 30千円×1,497施設＝44,910千円

（１）対象施設と支援単価 ②事務費（委託料） 10,532千円
・問合せ対応、申請受付、支援金振込業務等

（参考）
令和４年１２月補正 対象施設と支援単価

※市町村が設置する施設は除く。

※施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び

柔道整復師が開設している施術所に限る。

施設区分 支援額単価

病院・有床診療所（医科・歯科）
　定額　200千円　
　加算　 25千円／床

無床診療所（医科・歯科） 　定額　200千円

薬局

助産所

訪問看護ステーション

施術所

　定額　 30千円

施設区分 支援額単価

病院・有床診療所（医科・歯科）
　定額　200千円　
　加算　 30千円／床

無床診療所（医科・歯科） 　定額　200千円

薬局

助産所

訪問看護ステーション

施術所

　定額　 30千円
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【議案第１２７号関係】

秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例

案の概要について

地域・家庭福祉課

１ 改正理由

こども家庭庁の設置に伴い、所要の規定の整理を行う必要

がある。

２ 改正内容

⑴ 秋田県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２４年秋田県条例第６４号）

の一部改正（第１条による改正）

「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改めること

とする。（第５条及び第５９条関係）

⑵ 秋田県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２４年秋田県条例第

６６号）の一部改正（第２条による改正）

① 指定居宅介護事業者が指定居宅介護事業所ごとに置く

べき介護福祉士その他の従業者の規定等について所要の

規定の整理を行うこととする。（第５条、第２０条及び

第６６条関係）

② その他所要の規定の整理を行うこととする。

⑶ 秋田県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２４年秋田県条例第６８号）の

一部改正（第３条による改正）

① 「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改めることとす

る。（第２条関係）

② その他所要の規定の整理を行うこととする。

⑷ 秋田県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例（平成２４秋田県条例第６９号）の一部

改正（第４条による改正）

① 「省令」を「命令」に改めることとする。（第２条、

第４条、第２３条、第３５条、第３９条、第４０条、第

４４条、第４８条、第５５条及び第５８条関係）

② その他所要の規定の整理を行うこととする。

⑸ 秋田県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年秋田県条例第７２号）の一部改正

（第５条による改正）

「省令」を「命令」に改めることとする。（第８条関係）

⑹ 秋田県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年秋田県条例第７３号）の一部改正（第

６条による改正）

① 「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改めるこ

ととする。（第１８条、第２２条、第３１条、第３５

条、第３９条及び第４４条関係）

② その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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